
七
世
紀
の
荷
札
木
簡
と
税
制

は

じ

め

に

発
掘
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
出
土
す
る
新
し
い
文
字
資
料
で
あ
る
木
簡
は
、
既

存
の
文
献
史
料
に
量
的
な
付
加
を
齋
す
だ
け
で
な
く
、　
一
次
史
料
と
し
て
他
の

史
料
が
少
な
い
時
代

・
地
域
の
研
究
に
大
き
な
威
力
を
発
揮
す
る
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。
木
衛
は
当
時
の
政
府
の
中
心
で
あ
る
都
城
跡
だ
け
で
な
く
、

様
々
な
レ
ベ
ル
の
地
方
官
衛
遺
跡
か
ら
も
数
多
く
検
出
さ
れ
て
お
り
、
実
務
逗

営
の
実
態
を
知
る
材
料
と
し
て
有
用
で
あ
る
。
表
題
の
荷
札
木
簡
の
う
ち
、
平

城
宮
跡
な
ど
か
ら
出
土
す
る
八
世
紀
の
も
の
は
、
国
郡
郷
里
名
、
貢
進
者
名
、

税
日
、
物
品
名

・
数
量
、
年
月
日
な
ど
の
記
載
を
有
し
、
各
々
の
要
素
に
つ
い

て
新
た
な
史
料
を
呈
し
て
い
る
。
特
に
地
方
支
配
機
構
や
租
税
制
度
の
実
際
を

知
り
得
る
素
材
と
し
て
、
荷
札
木
簡
の
分
析
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
、
八
世
紀
の
荷
札
木
簡
に
言
及
し
た
が
、
最
近
で
は
七
世
紀
の
木
簡
出
土

例
も
増
加
し
、
藤
原
宮
木
簡
だ
け
で
な
く
、
飛
鳥
池
遺
跡
、
飛
鳥
京
跡
苑
池
遺

構
、
石
神
遺
跡
や
難
波
宮
跡
北
西
部
な
ど
、
藤
原
官
を
遡
る
時
期
の
も
の
が
検

森

公

章

出
さ
れ
、
地
方
官
衛
遺
跡
出
土
の
木
簡
と
も
相
倹

っ
て
、
七
世
紀
の
荷
札
木
簡

に
関
し
て
も
同
様
の
視
点
と
方
法
で
考
察
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
、

小
稿
で
は
最
近
出
土
の
木
簡
を
取
り
上
げ
、
浄
御
原
令
制
下
以
前
の
様
相
、
七

世
紀
中
葉
の
孝
徳
朝
の
施
策
く
ら
い
ま
で
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
荷
札
木
街

の
特
色
と
租
税
制
度
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
作
業
を
進
め
る
基
本
的
史
料
集
と
し
て
、
『評
制
下
荷
札

木
簡
集
成
』
（奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
。
市
販
は
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
。

以
下
、
『荷
札
集
成
』
と
略
記
）
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
既
発
表
の
木
簡
釈
文
が

大
幅
に
再
釈
読
さ
れ
た
も
の
も
多
い
。
私
も
木
簡
学
会
研
究
集
会
な
ど
の
場
で

木
簡
を
実
見
し
て
気
づ
い
て
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
釈
文
に
つ
い
て
は
こ
の
集

成
の
成
果
を
槻
ね
今
後
の
拠
り
所
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
「荷
札

集
成
○
号
」
と
い
う
形
で
典
拠
を
併
記
す
る
。
ま
た

「部
」
字
に
つ
い
て
は
、

七
世
紀
木
簡
で
は

「
ア
」
に
近
い
字
形
で
記
さ
れ
て
お
り
、
『荷
札
集
成
』
で

も
同
様
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
七
世
紀
木
簡
を
推
定
す
る
指
標
と
し
て
強

調
す
る
意
味
も
あ
っ
て
、
木
簡
釈
文
に
お
い
て
は

「
ア
」
字
で
示
す
よ
う
に
し

た
。
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一　

藤
原
宮
木
簡
と
石
神
遺
跡
出
上
の
木
簡

藤
原
京
は
六
九
四
～
七

一
〇
年
に
首
都
で
あ
っ
た
都
城
で
、
飛
鳥
浄
御
原
令

と
大
宝
律
令
と
い
う
二
つ
の
法
体
系
の
あ
り
方
を
有
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。
「大
化
改
新
」
論
争
の
端
緒
と
な
っ
た
郡
評
論
争
が
、　
一
九
六
七
年
の

藤
原
宮
木
簡
出
土
に
よ
っ
て
決
着
し
、
大
宝
以
前
は
評
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
た
点
な
ど
、
重
要
な
知
見
を
教
え
て
く
れ
た
。
今
、
藤
原
宮
木
街
中
の
大

宝
以
前
の
荷
札
木
簡
、
即
ち
飛
鳥
浄
御
原
令
制
下
の
様
相
を
窺
わ
せ
る
も
の
の

特
色
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

「は
じ
め
に
」
で
掲
げ
た
人
世
紀
の
荷
札
木
簡
の
構
成
要
素
は
、
藤
原
宮
木

簡
に
お
い
て
も
概
ね
包
摂
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
年
月
日
が
記
さ
れ
る
場
合
は

年
月
日
が
冒
頭
に
来
る
こ
と
、
こ
れ
は
文
書
木
簡
に
も
共
通
す
る
大
宝
以
前
の

特
徴
を
示
す
書
式
に
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
平
城
宮
木
簡
と
同
様
、
上
掲
の
記

載
要
素
の
構
成
に
は
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
（に
、
年
月
日
が
冒
頭
に
記
さ
れ
る

も
の
は
国
名
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
評
名
や
里
名
で
始
ま
る

も
の
も
存
し
、
年
月
日
が
あ
る
も
の
が
必
ず
し
も
最
も
整
っ
た
書
式
と
い
う
訳

で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
荷
札
木
簡
の
全
体
数
か
ら
言
え
ば
、
貢
進
年
月
日
が
明
記
さ
れ
て
い
る

も
の
は
む
し
ろ
少
な
く
、
さ
ら
に
税
目
名
、
物
品
名
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
な
い

場
合
の
方
が
多
い
。
こ
う
し
た
平
城
宮
木
簡
と
藤
原
宮
木
簡
と
の
差
違
を
反
映

す
る
具
体
例
を
掲
げ
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
ｂ
も
調
塩
の
荷
札
木
簡
と
推

定
さ
れ
る
が
、
税
日

・
物
品
名
と
も
に
記
載
が
見
え
な
い
。

ａ
。
若
狭
国
遠
敷
郡
鉢
膊
釧
炒
帥
耀
三
斗

・

神
亀
五
年
九
月
十
五
日

Ｐ
∞
］
・
Ю
ω
・
卜

　

〇
∞
Ｐ

平
城
宮
木
簡
三
〇
八

一
号

ｂ
　
庚
子
年

四
月
粧
流
錮
紳
期
帷
郵
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐご

響

ｏ
ｏ盟

藤
原
宮
木
簡

一
四
六
号
、
荷
札
集
成

一
二
五
号

藤
原
宮
木
簡
で
は
少
な
い
な
が
ら
、
税
目
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
調
と
大

贄
、
そ
し
て
養
米
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
例
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ｃ
　
乙
未
年
御
調
寸
松
　
　
　
　
　
　
藤
原
宮
木
簡
一
七
五
号
、
荷
札
集
成
五
七
号

ｄ
　
上
毛
野
国
車
評
桃
井
里
大
贄
鮎

『藤
原
宮
』
〓
一〇
号
、
荷
札
純
威
発
夢
路
騨

・
甲
午
年
九
月
十
二
日
知
田
評

〔木
力
〕

。
阿
具
比
里
五
ロ
ア
皮
嶋
□
養
米
大
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ю辱
醤
卜
憂

藤
原
宮
木
簡

一
六
二
号
、
荷
札
集
成
三
二
号

三

形

評

腫

瞬

晦

煮
。 十

一
戸

挫

”

智

知

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｐ
雫

浮

伽

ｏ
営

飛
鳥
京
跡
第
一
三
一
次
調
査

・
木
研
一
八
、
荷
札
集
成
一
三
四
号

調
は
藤
原
宮
木
簡
に
限
定
す
る
と
、
全
体
の
書
式
が
わ
か
る
的
確
な
事
例
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
飛
鳥
京
跡
出
土
木
簡
に
は
ｆ
の
よ
う
な
も
の
が

あ
り
、
「御
調
」
、
「調
」
の
表
記
に
は
ヴ
ア
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
し
、
ま
た
養

米
と
同
様
、
調
も
個
人
名
に
よ
る
貢
納
形
態
を
と
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
贄
に



七世紀の荷札木簡と税制

関
し
て
は
、
ｄ
の
よ
う
に
里
あ
る
い
は
評
の
貢
進
形
態
に
な
っ
て
お
り
、
贄
の

貢
進
形
態
を
窺
わ
せ
る
材
料
に
な
ろ
う
。
但
し
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
編

『藤

原
宮
跡
出
土
木
簡
概
報
』
四
三
号

（
一
九
六
八
年
）
に

「□
末
呂
贄
井
入
」

負
Ｐｇ
）
六
Ｓ
）
・卜

８
Ｐ）
と
い
う
木
簡
が
あ
り
、
「人
別
賦
課
の
貢
進
物
に
贄

が
付
加
さ
れ
た
例
の
よ
う
に
も
み
え
る
」
と
解
説
さ
れ

公
≡
一貢
）、
『書
紀
』

持
統
六
年
五
月
庚
午
条

「御
二阿
胡
行
宮
・。
時
進
レ贄
者
紀
伊
国
牟
婁
郡
人
阿
古

志
海
部
河
瀬
麿
等
兄
弟
三
戸
服
二十
年
調
役

・
雑
絡
ど

と
あ
る
事
例
を
参
考
に

す
る
と
、
個
人
貢
進
の
贄
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
後
述
の
石
神
遺
跡

出
土
木
簡

（
じ

を
含
め
て
も
、
貢
進
年
月
日
が
記
さ
れ
た
事
例
は
見
あ
た
ら

な
い
。

そ
し
て
、
ｂ
～
ｆ
の
事
例
で
は
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
貢
進
者
名

が
記
さ
れ
る
場
合
に
は
、
貢
進
者
名
の
前
に

「某
里
人
」
と
表
記
さ
れ
る
も
の

が
散
見
し
、
こ
れ
は
和
銅

。
養
老
頃
ま
で
の
人
世
紀
初
の
荷
札
木
簡
に
も
見
ら

れ
る
古
い
書
式
を
残
す
も
の
と
考
え
ら
れ
（純
。
こ
の

「某
里
人
」
の
表
記
は
、

上
述
の
税
目

・
物
品
名
の
欠
如
と
併
考
す
る
と
、
税
目
よ
り
も
む
し
ろ
行
政
地

名
記
載

・
所
属
の
把
握

・
確
認
の
方
に
重
点
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
憶

測
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
貢
進
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
荷
札
木
簡
と
関
わ
り
の
深
い
調
庸
物
は
、

賦
役
令
調
庸
物
条
に
よ
る
と
、
人
月
中
旬
か
ら
徴
収
し
始
め
、
近
国
は
十
月
三

十
日
、
中
国
は
十

一
月
三
十
日
、
遠
国
は
十
二
月
三
十
日
と
い
う
貢
進
期
限
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
平
城
宮
木
簡
の
調
庸
荷
札
の
日
付
は
ほ
ぼ
こ
の
規
定
に
合

致
す
る
が
、
藤
原
宮
木
簡
に
は
こ
の
貢
進
期
日
に
拘
わ
ち
な
い
日
付
を
持
つ
も

の
が
存
す
る

（若
狭
国
は
賦
役
令
調
庸
物
条
集
解
古
記
所
引
民
部
省
式
に
中
国
と
あ
る

が
、
ｂ
で
は
四
月
に
貢
進
を
行
っ
て
い
る
）
と
い
う
の
が

一
つ
の
特
色
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
上
述
の
記
載
項
目
事
項
や

「某
里
人
」
表
記
と
と
も
に
、
租
税
制

度
の
整
備
の
度
合
い
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
改
め
て
後
述
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

以
上
が
藤
原
宮
木
簡
の
荷
札
木
簡
の
特
色
で
あ
る
が
、
「は
じ
め
に
」
で
触

れ
た
よ
う
に
、
近
年
、
飛
鳥
池
遺
跡
、
飛
鳥
京
跡
苑
池
遺
構
、
石
神
遺
跡
な
ど

か
ら
、
天
武

・
持
統
朝
に
遡
る
木
簡
が
数
多
く
出
土
し
、
藤
原
宮
木
簡
以
前
の

荷
札
木
簡
の
様
相
を
知
る
材
料
が
揃
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
藤
原
宮

木
簡
と
照
合
す
る
形
で
、
そ
の
特
色
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う

（以
下
、
『飛
鳥

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
の
冊
数
・
頁
数
ま
た
は
木
簡
番

号
を
飛
十
七
十
○
○
号

（頁
）
の
よ
う
に
略
記
す
る
）。

ま
ず
年
月
日
が
冒
頭
に
記
さ
れ
る
書
式
は
浄
御
原
令
施
行
以
前
か
ら
存
し
て

お
り
、
同
様
に
古
く
か
ら
見
ら
れ
る

「某
前
申
」
形
式
の
上
申
文
書
の
存
在
と

と
も
（礎
、
浄
御
原
令
制
は
画
期
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
今
の
と
こ

ろ
こ
う
し
た
書
式
の
荷
札
木
簡
は
石
神
遺
跡
第

一
五
次
調
査
出
土
の
次
の
木
簡

（７
）

が
最
古
の
も
の
で
、
年
紀
は
天
智
四
年

盆
ハエハ
五
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ｇ

・
乙
丑
年
十
二
月
三
野
国
ム
下
評

。
大
山
五
仲
炉
醍
熟
灯
ガ
知
ツ
　
　
　
飛
十
七
十
三
四
号
、
荷
札
維
煎
．【ば
ユ
釈



ｇ
に
見
る
が
如
く
、
年
月
日
が
冒
頭
に
記
さ
れ
る
も
の
に
は
国
名
か
ら
書
き

始
め
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
国
評
五
十
戸

（里
）
名
、
貢
進
者
名
、
物
品
名

・

数
量
な
ど
が
記
載
さ
れ
、
荷
札
木
簡
の
構
成
要
素
は
比
較
的
整

っ
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
評
名
や
五
十
戸

（里
）
名
か
ら

（
８
）

始
ま
る
も
の
も
存
し
て
い
る
。

ｈ

・
幸
巳
年
鳴
評
加
毛
五
十
戸

・
矢
田
ア
米
都
御
調
汁
五
斤
　
　
　
　
飛
十
七
十

三
一四
号
、
荷
杜
矩
蜂
朴
榛
訳

ｉ

。
壬
辰
年
九
月
十
四
日
万
枯
里
長
ア
大
真

・
呂
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ЮＩ
憚
ω
愚

飛
十
八
十
九
〇
号
、
荷
札
集
成
四
人
号

ｉ
は
石
神
遺
跡
出
土
木
簡
の
う
ち
、
仕
丁
資
養
の
米
の
荷
札
で
あ
る

（飛
十

七
十
九
五
号

（荷
札
集
成
二
二
七
号
）
・
三
二
〇
号

（同
三
二
人
号
）、
十
人
十

一

〇
四
号

（同
三
二
四
号
ド

一
一
六
号

。
一
四
三
号
に

「養
」
、
「養
米
」
、
「仕

俵
」
、
「仕
丁
米
」
、
「養
俵
」
な
ど
の
表
現
が
存
し
、
こ
れ
ら
の
米
荷
札
が
仕
丁

資
養
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
）
が
、
こ
れ
ら
の
米
貢
進
付
札
を
除

く
と
、
ｈ
は
や
や
例
外
的
存
在
で
、
全
体
的
に
は
貢
進
年
月
日
が
明
記
さ
れ
た

も
の
は
少
な
く
、
ま
た
税
目
名

。
物
品
名
な
ど
も
記
さ
れ
な
い
も
の
が
多
い
。

僅
か
な
が
ら
明
記
さ
れ
る
税
目
と
し
て
は
、
ｈ
の
調

（ｈ
に
は

「御
調
」
と
あ
る

が
、
石
神
遺
跡
で
は
飛
十
七
十

一
四
五
号

（荷
札
集
成
一
七
八
号
）
に

「調
」、
飛
鳥
池

遺
跡
出
上
の
ｊ
～
１
に
も

「調
」
の
表
記
が
存
す
る
）
の
他
に
、
上
述
の
養
米
、
そ

し
て
贄
が
見
え
る
。

ｊ

・
陽
沐
戸
海
ア
佐
流

・
調

ｋ
　
一二
枝
ア
赤
男
調

１
　
五
十
戸
調

〔岬
力
〕

皿
　
高
草
評
野
□
五
十
戸
鮎
日
干
贄

Ｐ
り
〕
・
Ｐ
Φ
・り
　
　
Ｏ
ω
中
　
　
　
　
っ
っ

飛
十
三
十

三
ハ
頁
、
荷
札
集
成
三
〇

一
号

Ｐ
∞
ω
・
嗚
Ｐ
・∞
　

Ｏ
ω
Ю

飛
十
三
十
七
頁
、
荷
札
集
成
三
〇
五
号

Ｐ
や
り
，
Ｐ
Ｏ
。
９
　

０
ω
∞

飛
十
四
＝

〓

一頁
、
荷
札
集
成
三
〇
二
号

飛
十
七
十

一
二
八
号
、
荷
札
集
成

一
六
三
号

調
に
は
ｈ

・
ｊ

・
ｋ
の
如
く
個
人
が
貢
納
す
る
も
の

（荷
札
集
成
三
〇
六
二
二

〇
七
号
も
参
昭
じ
と
、
１
の
よ
う
に
五
十
戸
か
ら
の
貢
進
を
示
す
も
の
と
が
あ

る
。
養
米
は
後
代
の
庸
米
の
前
身
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
ｅ
の
藤
原
宮
木
簡

と
合
せ
て
、
大
宝
以
前
に
は

「庸
」
の
表
記
は
見
出
せ
ず
、
仕
丁
資
養
の
養
米

が
本
義
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
知
見
と
な
（従
。
ｍ
は
今
の
と
こ
ろ
最
古
の

（
１０
）

贄
札
で
、
石
神
遺
跡
出
土
木
簡
で
あ
る
か
ら
、
天
武

・
持
統
朝
に
は
贄
貢
進
の

制
度
が
存
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
貢
進
形
態
は
や
は
り
評

・
五
十
戸
か
ら

の
貢
上
に
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
石
神
遺
跡
出
土
木
簡
に
は
、

小
田
評
甲
野
五
十
戸
日
下
ア
門
海
贄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ零
単
り
Ξ

と
い
う
事
例
も
あ
り

（飛
十
八
十

一
七
七
号
、
荷
札
集
成
三
二
五
号
）、
個
人
貢
進

の
贄
も
存
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
税
目
は
槻
ね
藤
原
宮
木
簡
と
同
様

で
あ
り
、
浄
御
原
令
制
施
行
以
前
か
ら
こ
う
し
た
税
目
区
分
が
存
し
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
訳
で
あ
る
。
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。
三
川
国
青
見
評
大
市
ア
五
十
戸
人

。
大
市
ア
逆
米
六
半
　
　
　
　
　
　
　
飛
十
人
十

三
全
一号
、

ｏ
。
戊
寅
年
十
二
月
尾
張
海
評
津
嶋
五
十
戸

ｐ

・
丁
丑
年
十
二
月
三
野
国
刀
支
評
次
米

・
補
妹
腫
升
頒
難
五
判
劉
麻
　
　
　
　
飛
十
三
十

三
二
、
荷
札
集
・盛
二
一
一
号

ｑ

・
高
志
国
利
浪
評

・
ツ
非
野
五
十
戸
造
鳥

飛
鳥
京
跡
苑
池
遣
構

・
木
研
二
五
、
荷
札
籍
鯨
弔
は

一
号

以
上
を
要
す
る
に
、
浄
御
原
令
施
行
以
前
の
天
武
朝
に
は
確
実
に
、
ｇ
の
乙

丑
年
銘
木
簡
に
よ
る
と
、
天
智
四
年
段
階
ま
で
遡
っ
て
、
藤
原
宮
木
簡
に
共
通

す
る
特
色
を
有
す
る
荷
札
木
簡
が
存
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
荷
札
木
簡
に
反

映
さ
れ
る
税
制
に
関
し
て
も
同
様
の
推
定
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
期
の
荷
札
木
簡
の
特
色
に
関
連
し
て
、
地

方
官
衛
遺
跡
出
土
の
も
の
に
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
地
方
官
衛
遺
跡
出

土
の
荷
札
木
簡
は
人
世
紀
以
降
の
事
例
で
も
地
名
十
人
名
な
ど
簡
便
な
書
式
の

も
の
が
多
く
、
こ
れ
は
国
内

・
郡
内
で
の
貢
納
作
業
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
た

め
に
、
そ
れ
に
必
要
な
最
小
限
の
情
報
が
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
、
逆
に
言
え
ば
、

藤
原
宮
木
簡
な
ど
七
世
紀
の
木
簡
に
相
通
じ
る
特
色
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
が

貢
納
に
必
要
な
情
報
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
、
貢
進
物
荷
札
の
本
源
的
形
態

を
知
り
得
る
材
料
に
な
る
点
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

七
世
紀
の
地
方
官
衡
遺
跡
出
土
の
荷
札
木
簡
の
特
色
と
し
て
は
、
次
の
よ
う

な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①

「某
五
十
戸
」
と
だ
け
記
さ
れ
た
も
の
、

あ
る
い
は

「某
五
十
戸
」
か
ら
記
載
が
始
ま
る
も
の
も
多
い

（例
、
奈
良
県
下

荷

整霞
盛由

著愚

〔春
〕

・
韓
人
ア
田
根
春
赤
米
斗
加
支
各
田
ア
金
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ琴
甲
ω
ｏＥ

飛
鳥
京
跡
苑
池
遺
構

。
木
研
二
五
、
荷
札
集
成
二
二
号

そ
し
て
、
租
税
の
貢
進
形
態
と
し
て
は
、
ｎ
の
よ
う
な

「某
五
十
戸
人
」
の

表
記
が
散
見
し
、
こ
れ
が

「某
里
人
」
の
表
記
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る

（石
神
遺
跡
出
土
木
簡
中
に
も

「某
里
人
」
の
表
記
が
存
す
る
）。
ま
た

調
に
は
貢
進
月
が
ゎ
か
る
事
例
は
な
い
が
、
ｏ
の
赤
米
や
石
神
遺
跡
の
養
米

・

米
の
貢
進
月
は
区
々
で
あ
り
、
や
は
り
賦
役
令
の
如
き
貢
進
期
限
が
規
定
さ
れ

て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
な
お
、
ｏ
に
関
し
て
は
徴
税
作
業
の
様
子
を
窺
わ
せ

る
事
例
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
、
ｏ
に
よ
る
と
、
韓
人

部
田
根
が
春
成
し
て
納
入
し
た
赤
米
を
額
田
部
金
が
検
量

（「斗
加
支
」
は
穀
類

を
枡
で
検
査
す
る
際
に
枡
目
を
正
確
に
す
る
た
め
に
枡
を
な
ら
す
小
さ
な
棒
の
こ
と
）

し
て
貢
進
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
天
平
六
年
度
尾
張
国
正
税
帳
に
よ
る
と
、
海

部
郡
主
帳
に
額
田
部
姓
者
が
あ
り

（『大
日
本
古
文
書
』
一
十
六
〓
こ
、
評
督
尾

張
連
の
下
で
、
額
田
部
金
が
実
務
を
執
る
と
い
う
関
係
が
存
し
た
こ
と
も
推
察

さ
れ
る
。
そ
の
他
、
ｇ
で
は
二
十
戸
造
―
従
人
の
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で
き
、

五
十
戸
造
が
関
与
し
た
貢
進
事
例
も
い
く
つ
か
存
し
て
い
誕
。



茶
屋
遺
跡

「奴
原
五
十
戸
」
〔木
研

一
六
、
荷
札
集
成
四
号
〕
、
大
阪
府
佐
堂
遺
跡

「種

田
五
十
戸
」
〔木
研
四
、
荷
札
集
成
九
号
〕
、
静
岡
県
神
明
原

。
元
宮
川
遺
跡

「相
星
五

十
戸
」
〔
木
研
人
、
荷
札
集
成
六
四
号
〕
。
そ
の
他
、
静
岡
県
伊
場
遺
跡
出
土
木
簡
で
も

「柴
江
五
十
戸
人
」
、
「竹
田
五
十
戸
人
生
、
「新
井
里
人
」
な
ど
、
年
紀
の
次
は
五
十

戸

・
里
か
ら
始
ま
る
も
の
が
多
い
）
。
②
国
内

。
評
内

で
の
貢
納
物

の
移
動
を
窺
わ

せ
る

（伊
場
遺
跡
の
も
の
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
五
十
戸

・
里
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
、

評
家

へ
の
責
納
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
徳
島
県
観
音
寺
遺
跡
出
土
の

「麻
殖
評

（‐４
）

伎
羽
宍
二
升
」
の
木
簡
は
阿
波
国
府
へ
の
責
進
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
。
⑥
）

一貝
納
者
の
把
握

（滋
賀
県
南
滋
賀
遺
跡

〔木
研

一
八
〕
で
は
人
名
十
俵
半
数
量
を
記
し

た
帳
簿
風
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
複
数
人
に
よ
る
貢
納
を
記
録
し
た
も
の
、
あ
る

い
は
貢
納
者
掌
握
の
た
め
に
帳
簿
か
と
思
わ
れ
る
）
や
滞
税
処
置
を
窺
わ
せ
る
も
の

（伊
場
遺
跡
八
四
号
木
簡
）
も
存
す
る
。

〔下
官
白
父
也

ｒ　
臣鰈瀞筵糊網祠組
マロ蚊釘脚離欺剛納醜康田□日日
日□

〔姻
銅
□
□
□
□
□
不
悉
上
白
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

∞零

Ｅ

底

ｏｓ

伊
場
遺
跡
八
四
号

ｒ
は
乙
未
年
＝
持
統
九
年

全
ハ
九
五
）
に

「
下
官
白
」
「父
丈
部
御

（し
ら
）

さ
く
」
（父
で
あ
る
丈
部
が
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
は
）、
「御
調
を
本

（は
じ
め
）
て
、

私
部
の
政
魚
ふ
故
に
消
り
き
」
（御
調
を
は
じ
め
、
私
部
と
し
て
の
貢
納
負
担
を
負

っ
て
い
る
た
め
に
売
却
し
た
）、
「不
悉
上
白
」
と
な
っ
て
お
り
、
后
妃
の
た
め
の

私
部
と
し
て
の
貢
納
の
存
在
と
そ
の
負
債
に
よ
る
売
却
を
述
べ
て
い
る
も
の
と

理
解
で
き
る
。
「下
官
」
と
父
の
丈
部
、
こ
の
両
者
と
私
部
な
ど
と
の
関
係
は

不
明
な
部
分
が
あ
る
が
、
私
部
の
負
債
を
負

っ
て
い
た
の
が

「下
官
」
だ
と
す

る
と
、
父
は
丈
部
、
子
は
私
部
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
『書
紀
』
大
化
二
年
人

月
癸
酉
条
に

「遂
使
二父
子
易
レ姓
、
兄
弟
異
客
ボ
、
夫
婦
更
互
殊
レ名
、　
一
家
五

分
六
割
乙

と
あ
る
部
民
制
的
収
取
の
状
況
の
遺
存
を
窺
わ
せ
る
事
例
と
し
て

注
目
さ
れ
よ
う
。
ま
た
調
と
と
も
に
私
部
と
し
て
の
負
担
が
あ
る
と
い
う
租
税

構
造
に
な
っ
て
お
り
、
滞
税
に
伴
う
売
却
と
い
う
徴
税
作
業
の
実
際
を
示
す
も

の
と
し
て
の
稀
有
の
材
料
を
呈
し
て
い
る
。

以
上
、
藤
原
宮
木
簡
と
天
武

・
持
統
朝
か
ら
天
智
朝
頃
ま
で
に
遡
る
飛
鳥
地

域
出
土
の
木
簡
、
ま
た
地
方
官
衛
遺
跡
出
土
木
簡
の
荷
札
木
簡
が
呈
す
る
様
相

を
瞥
見
し
た
。
こ
れ
ら
は
遡
っ
て
も
天
武
朝
、　
一
部
に
天
智
朝
の
様
子
を
窺
わ

せ
る
材
料
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
如
何
で

あ
ろ
う
か
。
七
世
紀
の
荷
札
木
簡
に
は
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
遡
る
事
例
も
存
す
る

の
で
、
次
に
そ
の
検
討
を
試
み
た
い
。

一
一　
天
智
朝
以
前

の
様
相

周
知
の
よ
う
に
、
飛
鳥
京
跡
に
は
上

・
中

・
下
三
層
、
四
時
期
の
遺
構
が
存

し
、
下
か
ら
Ｉ
期
＝
舒
明
天
皇
の
飛
鳥
岡
本
宮
、
コ
期
＝
皇
極
天
皇
の
飛
鳥
板

蓋
宮
、
Ⅲ
Ｉ
Ａ
期
＝
斉
明
天
皇
の
後
飛
鳥
岡
本
宮
、
Ⅲ
Ｉ
Ｂ
期
＝
天
武

・
持
統

天
皇
の
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
比
定
さ
れ
て
」
誕
。
こ
の
飛
鳥
京
跡
で
最
初
に
木
簡
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M/      v     u  t が
出
土
し
た
の
は
第

一
〇
次
調
査
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
二
時
期
の
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
古
い
方
の
も
の
は
Ⅲ
Ｉ
Ａ
期
に
相
当
す
る
時
期
に
比

（
・７
）

定
さ
れ
、
斉
明
朝
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
五

一

次
調
査
で
は

「大
花
下
」
、
「小
山
上
」
、
「大
乙
下
」
な
ど
、
大
化
五
年
冠
位
制

の
冠
位
名
を
記
し
た
木
簡
が
出
土
し
、
大
化
五
年
～
天
智
三
年
と
時
期
を
特
定

し
得
る
史
料
群
も
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
斉
明
朝
頃
の
も
の
と
見
な

さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
戊
申
年

（大
化
四
＝
六
四
人
）
銘
木
簡
を
含
む
約
四
〇
点

の
難
波
宮
跡
北
西
部
出
土
木
簡
が
存
す
る
。
こ
ち
ら
は
さ
ら
に
遡
っ
て
孝
徳
朝

の
様
相
を
窺
わ
せ
る
材
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら

の
荷
札
木
簡
の
分
析
を
通
じ
て
、
天
智
朝
以
前
の
あ
り
方
を
探
る
手
が
か
り
と

（
２０
）

し
た

い
。

〔綿
力
〕

ｓ
。
大
ア
浴
虎
　
□

。
「Ｌ上
」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ∞ｏ・Юω・時
枷
　
〇∞Ｎ

夫
人
緬

「上
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Φ淫
ωあ

Ｐ
Ｐ

・
□
□
椋
人
分

・
八
等
二
三
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中写
単
卜
ｏ駕

。
白
髪
ア
五
十
戸

・
破
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荷
札
集
】威
恥
夢
岳
ぶ

秦
人
凡
国
評
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荷
札
籍
産
登
¨
二
号

ｓ
～
ｕ
は
飛
鳥
京
跡
第

一
〇
次
調
査
出
土
木
簡
で
、
ｓ
の
如
く
、
表
面
に
人

名

（
ｓ
以
外
に
も
大
ア
阿
西
利
、
田
ア
加
尼
な
ど
の
例
が
あ
る
）
十
物
品
名

（綿

・
錦

な
ど
）、
裏
面
ま
た
は
表
面
に
異
筆
で

「上
」
。
「中
」
な
ど
の
文
字
が
記
さ
れ

た
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
異
筆
の

「上
」
。
「中
」
は
三
等
級
を
示
し
た

も
の
で
、
こ
の
部
分
に
は
同
筆
関
係
が
認
め
ら
れ
る
事
例
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

の
で
、
Ｓ
の
部
称
を
有
す
る
人
物
が
繊
維
製
品
に
荷
札
木
簡
を
付
し
て
貢
上
し

て
き
た
の
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
勘
検
を
行
い
、
等
級
記
載
を
記
入
す
る
と
い

う
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
他
、
「須
弥
酒
」
（濁
酒
の
上
澄
み
を
取
た
澄
み
酒
）
や

「夫
人
緬
」
の
如
き

物
品
も
貢
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ｔ
は
宛
先

令
夫
人
影

十
物
品
名

十
等
級
の
勘
検
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ｕ
の

「椋
人
」

は
役
職
名
と
推
定
さ
れ
、
物
品
の
収
納

・
管
理
に
携
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
Ｓ
～
ｕ
に
つ
い
て
は
物
品
整
理
用
付
札
と

解
す
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

（
『荷
札
集
成
』
で
は
こ
れ
ら
を
荷
札
木
簡
と

し
て
は
採
択
し
て
い
な
い
）
が
、
そ
の
場
合
は

「大
ア
浴
虎
」
な
ど
の
人
名
の
解

釈

（物
品
の
所
属
ま
た
は
管
理
主
体
を
示
す
と
見
る
か
）
や

「上
」
。
「中
」
の
意
味

z  y  x

委
（
ア
栗
□
□

嶋
意
弥
荷
□
□
人
口
日
日
□

〔
立
力
〕

・
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母
前
□
□
□
□

〔一ハ
カ
〕

・
口
日

日
□
廿
□
□

ｏ
？

］
ｏ
・
へ
　

ｏ
ω
や

〕
］
り
　
∞
〇
・
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Ｏ
Ｐ
Ｐ

Ｐ
ω
ω
・
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∞
・
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〇
∞
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荷
札
集
成
三
〇
三
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を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
荷
札
木
簡
の
本
源
的
記
載
内
容

や

「上
」
。
「中
」
の
意
味
な
ど
に
関
す
る
理
解
、
ま
た
ｘ
。
ｙ
の
如
き
事
例
を

参
考
に
し
て
、
こ
れ
ら
を
荷
札
と
扱

っ
て
お
き
た
い
。

飛
鳥
京
跡
第

一
〇
次
調
査
出
上
の
関
係
木
簡
は
記
載
が
簡
便
で
、
内
容
理
解

に
は
推
測
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
貢
納
と

そ
れ
を
勘
検

・
収
納
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
し
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
ｖ
の
飛
鳥
京
跡
第
五

一
次
調
査
出
土
木
簡
は
、
後
の
備
中
国
窪
屋
郡

真
壁
郷
の
地
か
ら
鍬
が
貢
上
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
税
目
と
し
て

は
調
に
相
当
す
る
貢
納
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
」
艇
。
「白
髪
部
五
十

戸
」
は
評
の
下
部
単
位
で
あ
る
が
、
白
髪
部
と
い
う
部
民
を
五
十
戸
単
位
に
編

成
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も

「白
髪
都
五
十
戸
」

と
い
う
単
位
集
団
か
ら
貢
納
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
集
団

的
貢
納
の
方
式
と
ｓ
の
如
き
個
人
名
に
よ
る
貢
納
と
の
二
つ
の
方
式
が
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ｗ
～
ｚ
は
難
波
宮
跡
北
西
部
出
土
で
、
孝
徳
朝
の
荷
札
木
簡
で
あ
る
。
ｗ
の

「凡
国
評
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
後
の
近
江
国
愛
智
郡
大
国
郷
に
比
定
す
る

（
路
）

見
解
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
愛
智
郡
の
前
身
た
る
衣
知
評
の
存
在

（西
河
原
森
ノ

内
遺
跡
出
土
木
簡
、
木
研
八
）
と
は
別
に
凡
国
評
が
置
か
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る

い
は
凡
国
評
か
ら
衣
知
評
な
ど
が
分
立
し
た
の
か
、
そ
し
て
凡
国
評
の
行
方
と

し
て
は
ど
の
よ
う
な
過
程
で
衣
知
評
ま
た
は
愛
智
郡
に
包
含
さ
れ
た
の
か
等
々
、

様
々
な
問
題
が
残
る
が
、
仮
に
凡
国
評
の
存
在
を
認
め
る
と
、
後
代
の
愛
智
郡

に
お
け
る
依
知
秦
公
氏
の
居
住
形
態
か
ら
考
え
て
、
こ
の
評
は
秦
人
の
集
団
を

組
織
し
た
も
の
で
あ
り
、
ｗ
は
そ
の
秦
人
集
団
か
ら
の
何
ら
か
の
貢
納
物
に
付

さ
れ
て
い
た
荷
札
で
あ
っ
た
可
能
性
が
推
定
さ
れ
る
。

ｗ
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
全
体
で
人
名
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の

場
合
は
そ
の
人
名
の
貢
納
を
示
す
荷
札
で
、
貢
納
者
名
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ｘ
も
部
称
者
の
集
団
ま
た
は
個
人
か
ら
の
貢
納
を
窺

わ
せ
る
荷
札
、
ｙ
は
嶋
オ
ミ

（臣
）
と
い
う
人
名
か
氏
族
集
団
が
貢
進
し
た
荷

物
、
あ
る
い
は
嶋
オ
ミ
宛
の
荷
物
と
い
う
両
様
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
。
ｙ
の

二
つ
の
解
釈
に
関
連
し
て
、
ｚ
も
併
考
し
た
い
。
ｚ
は

「某
前
白

（申
こ

の

上
申
文
書
の
書
式
か
ら
考
え
て
、
「王
母
」
を
宛
先
と
す
る
貢
納
を
示
す
も
の

と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
荷
札
も
し
く
は
付
札
状
の
切
り
込
み
を
持
つ
木
簡

の
う
ち
、
ｚ
の
み
が
明
確
に
宛
先
が
書
か
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
図
１
に
見
る
が
如
く
、
ｚ
は
四
辺
の
調
整
や
切
り
込
み
部
分
の
整
形

な
ど
が
か
な
り
丁
寧
に
造
ら
れ
て
お
り
、
特
別
の
木
簡
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ｗ

～
ｚ
の
他
に
、
「支
多
比
」
（賠
）、
〓
金
、
「伊
加
比
」
（賄
貝
）
の
如
く
食
品
名

の
み
を
記
す
木
簡
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
贄
札
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

こ
れ
ら
荷
札

（付
札
）
木
簡
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
グ
ル
ー
プ
を
な
す
可
能
性
を

想
定
し
、
こ
れ
ら
は

「王
母
」
に
宛
て
ら
れ
、
そ
の
下
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
、
そ
の
差
し
出
し
側
も
同
じ
で
あ
り
、
「王
母
」
に
関
わ
る
某
所
か

ら
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
木
簡
群
が
南
側
の
谷
部
か

ら
投
棄
さ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は

「王
母
」
に
関
係
す
る
何
ら
の
施
設
が
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存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
が
呈
さ
れ
て
い
る
。

と
す
る
と
、
ｙ
も
貢
納
主
体
を
記
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
私

も
こ
の
木
簡
群
全
体
の
理
解
と
ｙ
の
位
置
づ
け
を
概
ね
支
持
し
た
い
と
考
え
る
。

な
お
、
ｚ
の

「王
母
」
は
特
段
の
根
拠
が
あ
る
訳
で
は
な
い
が
、
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
（腱
、
皇
極
前
大
王
に
比
定
す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
乙
巳

の
変
で
弟
孝
徳
に
譲
位
し
た
皇
極
は
、
『書
紀
』
孝
徳
即
位
前
紀
皇
極
四
年
六

月
庚
成
条
に

「奉
二
号
於
豊
財
天
皇
一
日
二
皇
祖
母
尊
こ

と
あ
り
、
「皇
祖
母

尊
」
と
称
さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「皇
祖
母
」
の
称
は
皇
極
二
年
九

月
丁
亥
条
で
死
去
し
た
皇
極

・
孝
徳
の
母
吉
備
姫
王
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、

「吉
備
嶋
皇
祖
母
命
尭
」
と
見
え
、
大
化
二
年
三
月
幸
巳
条

「宜
下
罷
二官
司

処
々
屯
田
及
吉
備
嶋
皇
祖
母
処
々
貸
稲
・、
以
二
其
屯
田
一班
中
賜
群
臣
及
伴
造

等
Ｌ

に
よ
る
と
、
そ
の
財
産
が
処
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
吉

備
姫
王
に
対
す
る

「祖
母
」
の
称
号
は
皇
極
の
子
で
あ
る
中
大
兄

（天
智
▼

一

大
海
人

（天
武
）
か
ら
見
て
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
『書
紀
』
編
纂
開

始
頃
の
世
代
観
に
合
致
し
て
い
る
。
皇
極
前
大
王
を

「皇
祖
母
尊
」
と
称
す
る

の
も
や
は
り
後
代
の
用
語
を
遡
及
さ
せ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。
皇
極
は
譲

位
に
よ
っ
て
孝
徳
と
擬
制
的
な
母
子
関
係
に
な
り
、
ま
た
女
間
人
皇
女
が
孝
徳

の
大
后
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
当
時
の
称
号
と
し
て
は

「母
」
が
相
応
し
く
、

ｚ
の

「王
母
」
こ
そ
皇
極
前
大
王
を
指
す
用
語
で
あ
っ
た
と
見
な
す
所
以
で
あ

２つ
。以

上
を
要
す
る
に
、
ｗ
～
ｚ
は

「王
母
」
宛
の
貢
納
物
の
様
態
を
窺
わ
せ
る

材
料
と
い
う
こ
と
に
な
（誕
。
こ
こ
に
は
ｚ
の
如
き
貢
納
物
の
宛
先
な
ど

（
ｚ
の

全
体
的
判
読
は
困
難
だ
が
、
そ
の
他
に
物
品
名
・
数
量
、
あ
る
い
は
税
目
名
な
ど
も
記

さ
れ
て
い
た
か
）
を
記
し
た
も
の
、
ｗ
～
ｙ
の
如
く
に
貢
納
者
名
の
み
を
記
し

た
も
の
、
そ
し
て
食
品
名
＝
貢
納
品
名
の
み
を
記
し
た
も
の
と
、
い
く
つ
か
の

タ
イ
プ
の
荷
札
が
存
し
、
こ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
機
能
を
果
す
し
く
み
に
な
っ

て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
ｚ
の
よ
う
な
構
成
の
も
の
は
、
例
え
ば
八
世
紀

初
の
長
屋
王
家
木
簡
中
の

「長
屋
親
王
宮
飽
大
贄
十
編
」
令
平
城
宮
発
掘
調
査
出

土
木
簡
概
報
』
二
十
一
十
三
五
頁
）
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
も
ま
た
長
屋

王
家
と
い
う
特
定
の
宛
先
へ
の
貢
納
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
誰
か
ら
の
貢

納
で
あ
る
か
は
自
明
の
事
柄
に
な
っ
て
お
り
、
宛
先
と
物
品
名

。
税
日

・
数
量

が
判
明
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
貢
納
形
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

以
上
、
極
め
て
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
天
智
朝
以
前
の
荷
札
木
簡
を
摘
記
し
、

そ
の
記
載
内
容
の
特
色
を
概
観
し
た
。
そ
の
結
論
を
整
理
す
る
と
、
次
の
通
り

図l Z木簡実測図
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で
あ
る
。
①
貢
納
形
態
は
個
人
名
に
よ
る
も
の

（
ｓ
、
年

～
ｙ
》

と
単
位
集

団
に
よ
る
も
の

（
ｖ
、
年

～
ｙ
》

の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
②
貢
納
物
を
勘
検

す
る
手
続
き
が
存
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
『書
紀
』
皇
極
二
年
七
月
辛

亥
条
に

「遣
二数
大
夫
於
難
波
郡
一検
三
百
済
国
調
与
二献
物
こ

と
あ
る
調
の
勘

検
場
面
が
参
照
さ
れ
、
「所
レ進
国
調
欠
三少
前
例
乙
、
「送
二大
臣
・物
、
不
レ改
二

去
年
所
レ還
之
色
・、
送
二群
卿
・物
、
亦
全
不
二
将
来
こ

と
い
っ
た
問
題
が
指
摘

さ
れ
、
百
済
使
の

「即
今
可
レ備
」
と
い
う
返
答
を
得
て
い
る
こ
と
も
留
意
し

て
お
き
た
い
。
③
荷
札
木
簡
の
書
式
と
し
て
は
、
宛
先
の
み
し
か
記
載
さ
れ
て

お
ら
ず
貢
納
者
名
が
わ
か
ら
な
い

（
乙
、
税
目
や
物
品
名
が
不
明
で
あ
る

（
ｓ
、

ｖ
、
ｗ
～
ｙ
）
な
ど
、
完
全
な
用
途
を
果
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

『書
紀
』
安
閑
元
年
四
月
癸
丑
朔
条

（伊
甚
国
造
に
よ
る
珠
貢
上
）、
崇
峻
五
年

十

一
月
乙
巳
条

（東
国
之
調
）、
皇
極
四
年
六
月
甲
辰
条

（三
韓
進
調
之
日
）
な
ど
、

貢
納
品
の
責
上
と
受
納
を
対
面
し
て
挙
行
す
る
場
が
あ
り
、
そ
う
し
た
実
見
を

通
じ
て
確
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
た
め
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
（理
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
荷
札
木
簡
に
反
映
さ
れ
た
孝
徳
朝
、
斉

明
朝
頃
の
収
取
方
式
と
は
ど
の
よ
う
な
制
度
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
考
え
る
に
は
改
新
詔
な
ど

『書
紀
』
に
記
さ
れ
た
税
制
の
信
憑
性
と
実
態

如
何
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
章
を
改
め
て
孝
徳
朝
の
施
策
や
七
世
紀
後
半
の

律
令
体
制
確
立
過
程
の
中
で
の
収
取
制
度
の
推
移
な
ど
を
考
究
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

〓
一　
孝
徳
朝

の
施
策
と
税
制

の
推
移

孝
徳
朝
の
税
制
を
明
記
し
て
い
る
の
は
改
新
詔
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に

改
新
詔
の
信
憑
性
自
体
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
改
新
詔

以
外
の
孝
徳
紀
の
記
載
か
ら
、
孝
徳
朝
の
施
策
の
全
体
像
を
探

っ
て
み
た
い
。

孝
徳
朝
の
政
策
は
地
方
に
対
す
る
使
者
派
遣

（
『書
紀
』
①
大
化
元
年
八
月
庚
子
条

〔東
国
等
国
司
へ
の
詔
Ｉ
〕、
②
大
化
元
年
九
月
丙
寅
朔
条
、
③
大
化
元
年
九
月
甲
申
条

〔土
地
兼
併
禁
止
詔
〕、
④
大
化
二
年
正
月
是
月
条
、
⑤
大
化
二
年
二
月
戊
申
条
、
⑥
大

化
二
年
三
月
甲
子
条

〔東
国
等
国
司
へ
の
詔
Ⅱ
〕
、
⑦
大
化
二
年
三
月
辛
巳
条

〔東
国
等

国
司
へ
の
詔
Ⅲ
〕、
③
大
化
二
年
三
月
甲
申
条

〔旧
俗
改
正
詔
〕、
⑩
大
化
二
年
八
月
癸

酉
条

留
山
部
廃
止
詔
Ｉ
、
東
国
等
国
司
へ
の
詔
Ⅳ
ご

と
中
央
に
お
け
る
部
民
制
に

関
わ
る
方
策

（③
、
⑦
、
③
大
化
二
年
三
月
壬
午
条

〔皇
太
子
奏
〕、
⑩
、
①
大
化
三

年
四
月
壬
午
条

冒
叩
部
廃
止
詔
Ⅱ
ど

に
要
約
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い

（
２９
）

く
つ
か
の
別
稿
で
私
見
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
を
整
理
し

て
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

地
方

へ
の
使
者
派
遣
は
当
初
は
蘇
我
本
宗
家
の
権
力
基
盤
で
も
あ
っ
た
東
国

や
倭
国
六
県
を
対
象
に
行
わ
れ
た

（①
）
が
、
そ
の
対
象
は
全
国
的
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（②

。
③

。
④
）。
使
者
の
任
務
は
戸
籍
作
成

。
校
田

（①

・
③
）
と
武
器
を
公
的
管
理
下
に
お
く
こ
と

（①

。
②

。
④
）
で
あ
っ
た
。

戸
籍
作
成

・
校
田
と
言
っ
て
も
、
「民
元
数
」
を
録
す

（③
）、
「民
戸
口
年
紀
」

266
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（①
）
Ｈ
人
口
と
年
齢
の
調
査
、
「墾
田

。
頃
畝
」
の
検
覆

（①
）
を
内
容
と
す

る
も
の
で
、
厳
密
な
文
書
と
し
て
の
戸
籍
が
作
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
し
、
代
制

を
基
準
と
す
る
当
時
に
あ
っ
て
は
田
地
を
計
数
的
面
積
で
掌
握
す
る
こ
と
も
難

し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
武
器
の
管
理
に
は
兵
庫
修
造
が
行
わ
れ
た
が
、

そ
も
そ
も
武
器
収
集
作
業
に
は
国
造
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
辺
境
で
は
チ

ェ
ッ
ク
の
上
、
本
主
に
戻
す
と
い
う
形
も
と
ら
れ
た

（①

・
⑦
）。

し
た
が
っ
て
使
者
の
任
務
遂
行
は
在
地
豪
族
の
協
力
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ

た
よ
う
で
あ
り

（⑦
）、
武
器
の
チ
ェ
ッ
ク

（⑦
）、
勧
農
の
実
施

（③

・
⑩
）
な

ど
に
お
い
て
、
国
造
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
使
者
の
任
務
に
は

ま
た
在
地
豪
族
の
実
状
を
調
査
す
る
こ
と
が
あ
り

（①
）、
現
地
で
訴
訟
を
受

け
て
も
こ
れ
を
判
断
し
て
は
な
ら
ず

（①

・
⑦
）、
国
造
ら
を
伴

っ
て
中
央
に
参

集
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
使
者
は
大
化
元
年
六
月
～
九
月
に
全
国
に

派
遣
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り

答②
）、
大
化
二
年
二
月
頃
に
は
中
央
に
委
集
し
て

き
て
お
り

（⑤
）、
東
国
等
国
司
に
つ
い
て
は
三
月
に
そ
の
功
過
判
定
が
行
わ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る

（⑥

・
⑦
）。
中
央
へ
の
参
集
は
在
地
の
問
題
解
決
を
図
る

と
と
も
に
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
大
王
だ
け
で
あ
る
と
い
う
、
孝
徳
朝
政
府
の

力
を
可
視
的
に
体
験
さ
せ
る
目
的
を
有
し
て
い
た
と
見
な
さ
れ
よ
う
。

そ
の
後
、
大
化
二
年
八
月
に
は
再
度
の
使
者
が
派
遣
さ
れ
た

（⑩
）。
そ
の

任
務
は
前
年
指
示
さ
れ
た
課
題
の
継
続
で
あ
り
、
人
口
と
年
齢
の
調
査
、
田
地

の
掌
握
や
武
器
の
管
理
は
引
き
続
き
遂
行
さ
れ
る
べ
き
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
田
地
の
調
査
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
収
数
田
を
民

に
均
給
す
る
こ
と

（「凡
給
レ田
者
、
其
百
姓
家
近
接
二於
田
一、
必
先
二於
近
こ

と
い
う

給
田
の
方
針
が
記
さ
れ
て
い
る
）
や
調
賦
と
し
て

「男
身
之
調
」
を
収
取
し
、
仕

丁
を
五
十
戸
に

一
人
と
す
る
こ
と
、
「国
々
娼
堺
」
を
調
査
し
、
国
県
名
決
定

の
資
料
に
供
す
る
こ
と
、
ま
た
築
堤

・
穿
溝

・
墾
田
の
推
進
を
行
う
べ
き
こ
と

な
ど
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
部
民
制
に
関
わ
る
施
策
と
し
て
は
、
ま
ず

「民
元
数
」
調
査
に
関
連
し

て
、
「其
臣
連
等

・
伴
造

。
国
造
各
置
二
己
民
一、
恣
レ情
駈
使
」
、
「進
二調
賦
一時
、

其
臣
連

。
伴
造
等
先
目
収
般
、
然
後
分
進
、
修
二
治
宮
殿
一、
築
二
造
園
陵
一、
各

率
二
己
民
・随
レ事
而
作
」
、
即
ち
中
央
豪
族
に
よ
る

「己
民
」
分
有
と

「調

賦
」

。
労
働
力
進
上
に
際
し
て
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
そ
の
賃
租
的
経

営
を
規
制
し
よ
う
と
し
て
い
る

（③
）。
こ
の
賃
租
的
経
営
に
関
わ
る
事
柄
と

し
て
、
前
章
で
史
料
を
掲
げ
た
よ
う
に
、
「官
司
処
々
屯
田
」
を
廃
し
て
、
そ

の
屯
田
を
中
央
豪
族
に
班
賜
す
る
と
と
も
に
、
皇
極

・
孝
徳
の
母
で
あ
る
吉
備

嶋
皇
祖
母
命
の

「処
々
貸
稲
」
を
廃
止
し
た
こ
と

（⑦
）
に
も
留
意
し
た
い
。

後
者
は
皇
極
二
年
九
月
に
死
去
し
た
吉
備
姫
王
の
経
営
体
が
存
続
し
、
そ
こ
で

は
③
の
如
き
賃
租
的
経
営
や
出
挙
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
孝
徳

大
王
は
自
ら
が
範
を
示
す
こ
と
で
、
こ
う
し
た
方
式
の
廃
止
を
企
図
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
孝
徳
大
王
は
子
代
入
部

・
御
名
入
部
と
そ
の
屯
倉
、
即
ち
諸
王
族

や
中
央
豪
族
が
有
し
て
い
た
労
働
力
と
そ
の
貢
納
の
拠
点
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
く
べ
き
か
否
か
を
諮
問
し
て
い
る

（③
）。
こ
れ
に
対
し
て
中
大
兄
皇
子
は



自
ら
が
伝
領
す
る
皇
祖
大
兄
御
名
入
部
に
つ
い
て
、
仕
丁
簡
充
は

「前
処
分
」

に
従
い
、
そ
れ
以
外
の
私
駈
使
は
や
め
る
旨
を
奉
答
し
て
お
り
、
入
部
五
二
四

口

・
屯
倉

一
人

一
所
を
献
上
し
た
。
こ
れ
は
皇
祖
大
兄
御
名
入
部
の
全
廃

・
返

上
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
仕
丁
簡
充
の

「前
処
分
」
に
よ
る
変
更
分
を
献

納
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

「前
処
分
」
を
改

新
詔
の
旧
三
十
戸
に

一
人
を
五
十
戸
に

一
人
と
す
る
と
い
う
規
定
を
か
考
に
関
、

一
屯
倉
に
つ
い
て
入
部
三
日
と
概
算
す
る
と
、
入
部
七
八
六
日

・
屯
倉
二
六
二

所
は
中
大
兄
の
も
と
に
残
さ
れ
た
と
推
計
さ
れ
、
仕
丁
と
そ
の
資
養
の
た
め
の

「庸
」
（養
米
）、
ま
た

「調
賦
」
の
収
取
権
も
保
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
ろ
う
。

孝
徳
大
王
は
さ
ら
に
品
部
廃
上
を
計
画
し
た

（⑩

。
①
）。
品
部
＝
部
民
の
弊

害
と
し
て
、
コ

家
五
分
六
割
」
（⑩
）
の
如
く
、
人
民
が
諸
王
族
や
中
央
豪
族

に
分
有
さ
れ
縦
割
り
的
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
大
王

・
王
族
や
豪
族
の
名

が
部
民
名
や
地
名
に
つ
け
ら
れ
、
名
が
汚
さ
れ
て
い
る
こ
と

（①
）
な
ど
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
諸
王
族

。
中
央
衰
族
＝

「名
名
王
民
」
に
対
し
て
は
百
官
を

新
設
し
て
冠
位
を
授
与
す
る
の
で
、
品
部
が
な
く
な
っ
て
も
心
配
す
る
必
要
は

な
い
と
述
べ
て
い
る

（⑩
）。
但
し
、
実
際
に
は
す
ぐ
に
新
官
職

・
冠
位
の
制

定
は
で
き
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
の
間
は

「庸
調
」
＝
仕
丁
と
そ
の
資
養
の
た

め
の
養
米
お
よ
び
調
を
賜
う
、
即
ち
従
来
通
り
の
部
民
制
的
収
取
を
認
め
る
と

令
し
て
い
る

（①
）。

以
上
の
理
解
を
ふ
ま
え
て
、
改
新
詔
や
⑩
に
示
さ
れ
た
当
該
期
の
税
制
に
関

わ
る
規
定
を
掲
げ
、
荷
札
木
簡
に
窺
わ
れ
る
実
態
と
合
せ
て
考
察
を
加
え
て
み

た
い
。

α

『書
紀
』
大
化
二
年
正
月
甲
子
朔
条

（改
新
詔
）

《太
字
は
養
老
令
文
と
同
文
》

其
四
日
、
罷
二
旧
賦
役
一而
行
二
田
之
調
一
凡
絹

・
絶

・
糸

・
綿
並
随
二郷
土
所
・

レ出
。
田

一
町
、
絹

一
丈
。
田
四
町
成
レ疋
。
長
四
丈
、
広
二
尺
半
。
絶
二
丈
。

二
町
成
レ疋
。
長

・
広
同
レ絹
。
布
四
丈
。
長

・
広
同
二
絹

・
絶
・。　
一
町
成
レ端

〈糸

・
綿
、
約

・
屯
諸
処
不
レ見
〉
。
別
収
・一戸
別
之
調
・。　
一
戸
貨

（皆
）
布

一

丈
二
尺
。
凡
調
副
物
塩
贄
、
亦
随
二
郷
土
所
ν
出
。
凡
官
馬
者
、
中
馬
毎
■

百

一Ｆ

輸
■

疋
・。
若
細
馬
毎
ｉ
一百
戸
・輸
■

疋
・。
其
買
レ馬
直
者
、　
一
戸
布

一
丈

二
尺
。
凡
兵
者
、
人
身
輸
二刀

。
甲

・
弓

・
矢

・
幡

・
鼓
・。
凡
仕
丁
者
、
改
下旧

毎
二
対
戸
二

人
上
〈以
■

人
・充
レ厨
〉
而
毎
二
五
十
戸
■

人

〈以
二

人
一充

レ厨
〉
、
以
充
こ諸
司
・。
以
・一五
十
戸
一充
二仕
丁

一
人
之
根
一　
一
戸
庸
布

一
丈
二
尺
、

庸
米
五
斗
。
凡
采
女
者
、
貢
二郡
少
領
以
上
姉
妹
及
子
女
形
容
端
正
者
入
従
丁

一
人
、
従
女
二
人
〉
。
以
二

百
戸
・充
二来
女

一
人
根
・。
庸
布

・
庸
米
皆
准
三仕

丁
一。
β

『書
紀
』
大
化
二
年
八
月
癸
酉
条

（⑩
）

凡
調
賦
者
、
可
レ収
二男
身
之
調
・。
凡
仕
丁
者
、
毎
・一五
十
戸
二

人
。

大
宝

・
養
老
令
制
以
前
の
収
取
方
式
に
つ
い
て
体
系
的
な
規
定
を
示
し
た
も

の
は
α
・
β
し
か
な
い
の
で
、
そ
の
理
解
は
七
世
紀
後
半
の
税
制
を
解
明
す
る

た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。
ま
ず
α
の

「田
之
調
」
と

「戸
別
之
調
」

に
関
し
て
は
、
「別
収
」
と
あ
る

「戸
別
之
調
」
を

「
田
之
調
」
に
対
す
る
付
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加
税
と
解
す
る
立
場
、
こ
の
二
者
は
賦
課
対
象
を
別
と
す
る
異
な
る
性
格
の
も

の
で
あ
る
と
見
る
立
場
が
あ
る
が
、
畿
内
と
畿
外
の
支
配
構
造

・
税
制
の
相
違

に
着
目
し
、
「田
之
調
」
は
畿
外
の
み
の
負
担
で
、
国
造
が
貢
納
し
、
「戸
別
之

調
」
は
畿
内
に
お
い
て
人
民
が
戸
別
に
現
物
貨
幣
的
性
格
を
有
す
る

「皆
布

一

（
３．
）

丈
二
尺
」
を
貢
納
し
た
と
す
る
見
解
を
支
持
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。
こ
の

説
明
で
は
、
「田
之
調
」
は
田

一
町
で
絹

一
文
の
如
き
大
雑
把
な
数
字
に
な
っ

て
お
り
、
従
来
の
国
造
の
貢
納
を
国
造
領
の
広
さ
に
割
り
当
て
て
法
制
化
し
た

も
の
と
見
て
、
こ
れ
は
国
造
層
に
対
す
る
請
負
的
性
格
の
賦
課
で
あ
っ
て
、
全

面
的
な
造
籍
や
校
田
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
改
新
詔
第
四
条
の
規
定
は

当
時
の
方
式
で
あ
っ
た
と
解
し
て
支
障
な
い
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
上
述
の
よ
う
な
孝
徳
朝
の
施
策
の
理
解
か
ら
は
、
代
制
に
基
づ
く

穫
稲
数
の
把
握
と
そ
れ
に
依
拠
し
た
賦
課
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
田

一

町
に
つ
き
い
く
ら
と
い
う
計
算
方
式
の
実
施
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
賦
課
基
準
に
関
す
る
凡
条
に
は
潤
色
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら

（３２
）

な
い
が
、
そ
れ
を
浄
御
原
令
に
よ
る
述
作
と
す
る
見
解
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
即

ち
、
「
田

一
町
」
云
々
は
浄
御
原
令
制
で
は
丁
調
制
に
依
拠
し
て

「正
丁

一
人
、

絹

一
丈
」
の
如
き
規
定
に
な

っ
て
い
た
も
の
を
、
「丁
」
↓

「町
」
と
改
め
て
、

述
作
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
但
し
、
『書
紀
』
天
武
五
年
五
月
庚
午
条

「宣
下

進
レ調
過
三期
限
一国
司
等
之
犯
状
い
云
々
」
な
ど
天
武
朝
初
年
の
調
制
整
備
に

よ
っ
て
丁
調
が
成
立
し
た
と
す
る
（麗
、
田
地
を
賦
課
基
準
と
す
る
規
定
を
敢
え

て
作
成
し
た
の
は
、
や
は
り
丁
調
制
と
は
異
な
る
田
地
に
基
づ
く
計
算
方
式
が

存
し
た
こ
と
を
一不
唆
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
方
法
と
は
、
『播

磨
国
風
土
記
』
飾
磨
郡
安
相
里
条

「所
三以
称
三安
相
里
一者
、
品
太
天
皇
従
二但

馬
一巡
行
之
時
、
縁
レ道
不
レ微
こ御
冠
一。
故
号
二陰
山
前
一。
”
国
造
豊
忍
別
命
被

レ剖
レ名
。
爾
時
、
但
馬
国
造
阿
胡
尼
命
申
給
、
依
レ此
赦
レ罪
。
即
奉
二塩
代
田

廿
千
代
（
有
レ名
。
塩
代
田
佃
、
但
馬
国
朝
来
人
到
来
居
こお
此
処
・。
故
号
二安

相
里
ご

と
あ
る
よ
う
に
、
代
制
に
依
拠
し
た
土
地
の
把
握
を
基
準
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
「田

一
町
」
云
々
に
は
潤
色
は
あ
る
も
の
の
、
土

地
を
基
準
に
す
る
賦
課
と
い
う
方
法
は
想
定
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

そ
れ
に
続
く
布
類
を
中
心
と
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
当
時
の
も
の
で
あ
っ
た
か

（
３５
）

否
か
の
判
断
を
保
留
し
て
お
き
た
い
。

α
の

「
田
之
調
」
と

「戸
別
之
調
」
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
次
に
β

の

「男
身
之
調
」
と
の
関
係
如
何
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
β

を
地
方
対
策
の
一
部
と
見
れ
ば
、
「
田
之
調
」
が
男
子
の
み
に
賦
課
さ
れ
た
の

で
、
こ
の
よ
う
に
称
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
調
全
体
が
男
子
の
み
の
賦
課
で
あ

っ
た
の
で
、
当
時
の
賦
課
対
象
を
も
と
に
し
た
呼
称
で
あ
っ
た

（「田
之
調
」
と

コ
戸
別
之
調
」
の
両
方
を
指
す
）
と
解
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、　
α
の

「調
副
物

塩
贄
」
に
関
し
て
は
、
「調
副
物
で
あ
る
塩

。
贄
」
と
読
み
、
調
と
贄
が
密
接

な
関
係
に
あ
り
、
ミ
ツ
キ
と
し
て
未
分
化

・
同
質
的
な
状
況
を
看
取
で
き
る
も

の
と
考
え
（純
。
大
王
な
ど
に
献
上
さ
れ
る
食
料
品
で
あ
る
贄
と
と
も
に
掲
げ
ら

れ
る
塩
は
、
『書
紀
』
武
烈
即
位
前
紀
十

一
月
戊
子
条
の
平
群
真
鳥
滅
亡
の
際

に

「真
鳥
大
臣
恨
二事
不
フ済
、
知
二身
難
ν免
、
計
窮
望
絶
、
広
指
レ塩
証
、
遂



被
二殺
歓
・、
及
二其
子
弟
・。
記
時
、
唯
忘
三角
鹿
海
塩
・、
不
三以
為
フ記
。
由
レ是
角

鹿
之
塩
為
三
天
皇
所
ν食
、
余
海
之
塩
為
二
天
皇
所
フ
忌
。」
と
あ
る
の
を
参
照
す

る
と
、
ミ
ツ
キ
の
中
で
も
塩
は
贄
と
と
も
に
特
別
の
由
緒
を
有
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
α
の

「調
副
物
」
の
制
度
的
存
在
は
別
に
し
て
、
ミ

ツ
キ
と
し
て
塩

・
贄
が
貢
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
理
。

以
上
を
要
す
る
に
、
改
新
詔
の
中
で
も

「臣
連

・
伴
造

・
国
造

・
村
首
之
所

有
部
曲
之
民

・
処
処
田
庄
」
と
い
う
一象
族
の
私
有
財
産
に
ま
で
言
及
し
、
孝
徳

朝
の
部
民
対
策
と
合
致
し
な
い
第

一
条
、
大
宝
令
文
に
よ
る
述
作
が
想
定
さ
れ

る
第
二

。
三
条
と
は
異
な
り
、
大
宝
令
文
に
よ
る
潤
色
部
分
が
少
な
く
、
独
自

の
規
定
が
多
い
第
四
条
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
定
通
り
か
否
か
は
保
留
せ
ね
ば

な
ら
な
い
も
の
の
、
骨
子
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
は
孝
徳
朝
当
時
の
制
度
を
反

映
し
て
い
る
可
能
性
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
部
民
制
自
体
は
存
続
し
、
部
民
制

的
貢
納
方
式
も
保
持
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
難
波
宮
跡
北
西
部
出
土
木
簡
に
看
取

さ
れ
る
よ
う
な
個
人
宛
の
貢
納
が
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
布
類
を
中
心
と
す
る
調
ミ
ツ
キ
と
食
料
品
の
貢
上
で

「調
副
物
」
と
さ
れ

る
塩

・
贄
、
仕
丁
資
養
の

「庸
」
（養
米
）
と
い
う
税
日
は
、
部
民
制
的
貢
納

の
し
く
み
そ
の
も
の
を
体
系
化
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
荷
札
木
簡
に

も
登
場
す
る
税
目
で
あ
つ
た
。
そ
こ
に
仕
丁
差
点
を
五
十
戸
に

一
人
と
し
て
、

「五
十
戸
」
を
単
位
と
す
る
資
養
や
貢
納
の
し
く
み
を
作
ろ
う
と
し
た
の
が
孝

徳
朝
の
施
策
の
眼
日
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
い
て
、
前
章
で
整
理
し
た
孝
徳

・
斉
明
朝
の
荷
札
木

簡
を
見
る
と
、
個
人
名
を
記
す
貢
納
は

「戸
別
之
調
」
、
「
五
十
戸
」
や
集
団
に

よ
る
貢
納
は

「田
之
調
」
に
対
応
す
る
も
の
と
比
定
さ
れ
る
。
部
民
制
廃
止
や

田
地
調
査

。
全
人
民
を
登
載
し
た
戸
籍
作
成
が
実
現
し
て
い
な
い
段
階
で
は
、

旧
来
の
部
民
制
的
収
取
を
維
持
し
つ
つ
、
大
王
家
の
収
入
部
分
を
増
加
し
、
ま

た

「五
十
戸
」
と
い
う
単
位
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
定
量
的
把
握
を
進

め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
中
大
兄
皇
子
ら
は
こ
の
孝
徳
朝
の
方
策

推
進
に
反
対
し
、
飛
鳥
還
都
を
行
い
、
翌
白
雉
五
年
に
は
孝
徳
大
王
が
死
去
し

て
い
る
の
で
、
こ
の
施
策
は
急
激
に
は
拡
大
せ
ず
、
斉
明
朝
で
は
現
状
維
持
が

保
た
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
の
律
令
体
制
の
確
立
過
程
と
荷
札
木
簡
の
様
態
を
整
理
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
展
望
さ
れ
る
。
白
村
江
の
敗
戦
を
機
に
、
中
大
兄
称
制
下

。
天
智
朝

に
お
い
て
は
、
甲
子
宣
に
よ
る
部
民
制
内
部
へ
の
介
入
を
進
め
、
庚
午
年
籍
の

作
成
に
よ
っ
て
人
民
の
掌
握
に
着
手
し
、
ま
た
湯
沐
邑
の
あ
っ
た
美
濃
地
域
で

は

一
部
に
新
し
い
方
式
を

「実
験
」
し
、
そ
れ
が
ｇ
の
荷
札
木
簡
に
反
映
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
（肥
。
そ
し
て
ヽ
壬
申
の
乱

に
よ
つ
て
旧
来
の
中
央
有
力
友
族
が
勢
威
を
失
い
、
天
皇
号
の
成
立

・
君
主
権

が
高
揚
す
る
天
武

・
持
統
朝
に
お
い
て
、
部
民
制
の
廃
止
と

「五
十
戸
」
単
位

の
収
取
の
し
く
み
を
利
用
し
た
全
国
的
な
収
取
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
り
、
こ
れ
が
律
令
税
制
の
定
立
に
つ
な
が
っ
た
。
但
し
、
当
該
期
の
荷
札

木
簡
を
見
る
と
、
地
名
と
人
名
の
重
視
、
即
ち
ど
の
地
域
か
ら
誰
が
貢
納
し
た

か
を
確
認
す
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
、
こ
れ
は
対



面
し
て
納
入
す
る
方
式
の
残
映
で
あ
り
、
税
目
や
物
品
名

・
数
量
の
明
示
、
貢

進
期
日
の
設
定
な
ど
、
律
令
税
制
と
し
て
の
留
意
点
は
ま
だ
充
分
に
認
識
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

「大
略
以
浄
御
原
朝
庭
為

准
正
」
翁
続
紀
』
大
宝
元
年
八
月
癸
卯
条
）
と
い
う
大
宝
令
施
行
後
、
和
銅

・
養

老
年
間
に
制
度
的
整
備
に
努
拠
、
荷
札
木
簡
に
つ
い
て
も
律
令
税
制
に
即
し
た

書
式
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

小
稿
で
は
近
年
出
土
点
数
が
増
加
す
る
七
世
紀
の
木
簡
の
中
か
ら
荷
札
木
簡

を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
特
徴
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
税

制
の
あ
り
方
を
探
り
、
孝
徳

・
斉
明
朝
、
天
智
朝
、
天
武

・
持
統
朝
と
、
七
世

紀
後
半
の
国
制
の
し
く
み
を
槻
観
し
よ
う
と
し
た
。
当
該
期
の
制
度
史
的
考
察

は
、
そ
の
全
体
像
が
復
原
可
能
な
史
料
が

『書
紀
』
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
改
新

詔
の
信
憑
性
な
ど
、
律
令
体
制
確
立
過
程
の
基
本
的
理
解
に
つ
い
て
も
、
依
然

と
し
て
飢
齢
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
う
し
た
中
に
あ

つ
て
荷
札
木
簡
と
い

う
当
時
の
史
料
が
増
加
し
て
い
る
の
は
心
強
い
限
り
で
あ
り
、
断
片
的
な
内
容

で
は
あ
る
が
、
制
度
の
全
体
像
を
再
構
築
す
る
た
め
の
素
材
は
確
実
に
蓄
積
さ

れ
て
き
て
い
る
。

も
と
よ
り
小
稿
は
現
況
の
整
理
と
従
前
の
私
見
と
の
照
合
に
終
始
し
て
お
り

七
世
紀
の
荷
札
木
簡
が
呈
す
る
情
報
を
充
分
に
汲
み
上
げ
て
い
な
い
と
い
う
誘

り
を
免
れ
な

い
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
史
料

の
増
加
を
倹

っ
て
、
よ
り
正
確
な
七
世
紀

の
国
制
復
原
を
期
す
る
た
め
の
叩
き
台
と
し
て
、

こ
れ
を
諸
賢

の
照
覧
に
委
ね
、
今
は
こ
こ
で
掴
筆
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

誰
（
１
）

拙
稿

「荷
札
木
簡
の
研
究
課
題
」
翁
長
屋
王
家
木
簡
の
基
礎
的
研
究
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
２
）

拙
稿
ａ

「封
戸
と
封
主
」
盆
文
字
と
古
代
日
本
』
第
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
五
年
）、
ｂ

「民
官
と
部
民
制
」
翁
弘
前
大
学
国
史
研
究
』

一
一
八
、
二
〇

〇
五
年
）
も
参
照
。

（
３
）

岸
俊
男

「木
簡
と
大
宝
令
」
３
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
八
人

年
）。
但
し
、
東
野
治
之

「法
隆
寺
献
納
宝
物
の
銘
文
」
、
「法
隆
寺
伝
来
の
幡
墨

書
銘
」
３
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
年
月
日
が
冒
頭
に
来
る
書
式
は
大
宝
年
間
に
も
残

っ
て
お
り
、
ま
た
長

屋
王
家
木
簡
で
も
散
見
さ
れ
る
か
ら
、
す
ぐ
に
新
し
い
書
式
に
切
り
換
わ
る
訳
で

は
な
い
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

（
４
）

岸
俊
男

「
「白
髪
部
五
十
戸
」
の
貢
進
物
付
札
」
（註

（
３
）
書
）、
鶴
見
泰
寿

「七
世
紀
の
宮
都
木
簡
」
３
木
簡
研
究
』
二
〇
、　
一
九
九
八
年
）
な
ど
。
な
お
、

平
城
宮
木
簡
に
関
し
て
は
、
今
泉
隆
雄

「貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
」
亀
古
代
木
簡

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

（
５
）

東
野
治
之

「藤
原
宮
木
簡
に
み
え
る
無
姓
者
」
３
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙

書
房
、　
一
九
八
三
年
）
。

（
６
）

東
野
治
之

「木
簡
に
現
わ
れ
た

「某
前
に
申
す
」
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ
い

て
」
（註

（
５
）
書
）。

（
７
）
　

『奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
三
』
（奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
三

年
）

一
二
五
頁
は
、
「乙
丑
年
」
は
文
字
と
し
て
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
の
木
簡
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が
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
の
丁
丑
年

（天
武
六
＝
六
七
七
）
銘
木
簡
と
記
載
内
容

・
形

態

。
法
量
が
極
め
て
相
似
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
「丁
丑
年
」
の
書
き
誤
り
と

見
る
余
地
が
な
い
訳
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
石
神
遺
跡
出
上
の
そ
の
他
の
木

簡
は
天
武
四
年
～
持
統
六
年
と
、
天
武

・
持
統
朝
の
範
囲
に
収
ま
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
こ
ち
ら
の
方
が
都
合
が
よ
い
が
、
奈
文
研
紀
要
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
安
易
な
文
字
訂
正
は
慎
む
べ
き
で
あ
り
、　
一
応
は
現
況
の
文
字
を
信
頼
し

て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

（
８
）

評
の
下
部
組
織
と
し
て
の

「
五
十
戸
」
が

「里
」
表
記
に
変
わ
る
の
は
、
今
の

と
こ
ろ
天
武
十
二
年
が
初
見
と
考
え
ら
れ
る

（
『藤
原
官
木
簡
』
五
四
四
号
）
。
但

し
、
「五
十
戸
」
表
記
は
石
神
遺
跡
出
土
の
丙
戊
年

（朱
鳥
元
年
＝
六
八
六
）
銘

木
簡

（飛
十
八
十

一
六
二
号
、
荷
札
集
成
三
八
号
）
、
飛
鳥
池
遺
跡
出
上
の
丁
亥

年

（持
統
元
＝
六
人
七
）
銘
木
簡

（飛
十
四
十

一
三
頁
、
荷
札
集
成

一
二
四
号
）

な
ど
に
も
見
え
て
い
る
か
ら
、
下
限
に
つ
い
て
は
確
言
で
き
な
い
。

（
９
）

註

（
２
）
ｂ
拙
稿
も
参
照
。

（
１０
）

東
野
治
之

「橋
脚
Ｍ
Ｐ
１
２
区
Ｓ
Ｋ

一
〇
〇
四
三
出
土
木
簡
に
つ
い
て
」
翁
難

波
宮
址
の
研
究
』
第
七
報
告
篇
、
財
団
法
人
大
阪
市
文
化
財
協
会
、　
一
九
八

一

年
）
は
、
難
波
宮
跡
第

一
〇
〇
次
調
査
出
上
の

「比
□

〔罷
力
〕
本
ア
」
を

「比

罷
」
（
ヒ
ワ
）
＝
枇
杷
、
「ホ
ア
」
＝
贄
と
解
釈
し
て
お
り
、
こ
れ
は
難
波
宮
跡
下

層
の
時
期
の
も
の
で
、
難
波
屯
倉
と
の
関
係
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て

い
る
。
枇
杷
は
延
喜
内
膳
式
に
供
奉
雑
菜
の
一
つ
と
し
て
見
え
て
お
り
、
こ
れ
が

贄
札
だ
と
す
る
と
、
さ
ら
に
遡
る
も
の
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
Ｈ
）

拙
稿
ａ

「評
制
下
の
地
方
支
配
と
令
制
国
の
成
立
時
期
」
３
日
本
歴
史
』
六
五

七
、
二
〇
〇

一
年
）、
ｂ

「評
司

，
国
造
と
そ
の
執
務
構
造
」
３
東
洋
大
学
文
学

部
紀
要
』
史
学
科
篇
三
〇
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（
・２
）

ｐ
は
山
下
信

一
郎

「飛
鳥
池
遺
跡
出
土

「次
米
」
木
簡
管
見
」
令
文
化
財
と
歴

史
学
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
と
、
大
嘗
祭

（新
嘗
祭
）
の
主
基

米
で
、
十

一
月
の
祭
祀
終
了
後
も
十
二
月
初
ま
で
都
に
留
ま
る
人
々
が
あ
り
、
彼

ら
に
対
す
る
米
に
支
出
が
必
要
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
十
二
月
と
い
う

貢
進
月
は
そ
れ
な
り
に
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
吉
川
真
司

「税
の
貢

進
」
令
文
字
と
古
代
日
本
』
三
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
「次
米
」

を

「粂
」
（和
訓
シ
ト
ギ
の
原
義
が
モ
チ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
モ
チ
ゴ
メ
を
示
す

と
い
う
）
と
解
し
、
十
二
月
貢
進
の
襦
春
米
の
事
例
を
併
考
し
て
、
正
月
儀
礼
用

の
春
米
貢
進
に
伴
う
荷
札
で
あ
り
、
特
に
丁
重
な
書
式
が
と
ら
れ
た
と
見
て
い
る

（ち
な
み
に
、
「粂
」
の
本
義
は
神
に
供
え
る
穀
物
で
あ
る
）
。

（
‐３
）

註

（
１
）
拙
稿
、
「古
代
地
方
官
衛
遺
跡
出
土
木
簡
か
ら
見
た
郡
務
と
国
務
の

具
体
像
」
３
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
科
篇
二
九
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
‐４
）

拙
稿

「国
宰

。
国
司
制
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
」
翁
歴
史
評
論
』
六
四
三
、
二

〇
〇
三
年
）
。

（
・５
）

東
野
治
之

「長
屋
王
家
木
簡
管
見
」
令
日
本
古
代
史
料
学
』
岩
波
書
店
、
三
〇

〇
五
年
）
、
註

（
２
）
ａ
拙
稿
。

（
・６
）

小
澤
毅

「伝
承
板
蓋
宮
跡
の
発
掘
調
査
と
飛
鳥
の
諸
宮
」
３
日
本
古
代
宮
都
構

造
の
研
究
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
、
林
部
均

「伝
承
飛
鳥
板
蓋
宮
跡
の
年

代
と
宮
名
」
翁
古
代
宮
都
形
成
過
程
の
研
究
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇

一
年
）
な
ど
。

な
お
、
西
本
昌
弘

「伝
承
板
蓋
宮
跡
第
Ⅱ
期
遺
構
と
後
飛
鳥
岡
本
宮
」
３
日
本
歴

史
』
六
七
九
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
Ⅱ
期
を
後
岡
本
宮
に
比
定
す
る
見
解
を
呈
し

て
い
る
が
、
そ
の
当
否
は
今
後
の
議
論
に
委
ね
る
こ
と
に
し
、
今
の
と
こ
ろ
通
説

的
見
解
に
依
拠
し
て
お
き
た
い
。

（
‐７
）
　

『飛
鳥
京
跡
』
二

（奈
良
県
教
育
委
員
会
、　
一
九
八
〇
年
）
。

（
・８
）

菅
谷
文
則

・
岸
俊
男

「飛
鳥
京
跡
第
五

一
次
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
」
３
奈

良
県
遺
跡
調
査
概
報

。
昭
和
五

一
年
度
』

一
九
七
七
年
）。

（
・９
）
　

『難
波
宮
跡
北
西
の
発
掘
調
査
』
（大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二

〇
〇
〇
年
）。
そ
の
他
、
『木
簡
研
究
』
二

一
（
一
九
九
九
年
）
二

〓
一
全
一〇
〇

〇
年
）
二

〓
ハ
全
一〇
〇
四
年
）
の

「大
阪

・
難
波
宮
跡
」
の
関
連
部
分
も
参
照
。

（
２０
）

Ｓ
の

「虎
」
は
註

（
１７
）
書
で
は

「庸
」
と
釈
読
さ
れ
て
い
る
が
、
木
簡
実
測
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図

・
写
真
版
の
観
察
お
よ
び
鶴
見
註

（
４
）
論
文
三

一
四
頁
に
よ
り
、
こ
れ
は

「虎
」
の
異
体
字
で
あ
る
と
判
断
し
、
「虎
」
と
改
め
た
。

（
２．
）

Ｓ
の

「□

〔綿
力
Ｚ

は
大
ア
浴
虎
と
の
間
に
間
隔
が
あ
り
、
物
品
名
と
解
し

て
み
た
い
。
な
お
、
こ
の
物
品
名
の
文
字
は

「錦
」
と
釈
読
す
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た

「上
々
」
と
だ
け
記
さ
れ
た
事
例
や
ｕ
に
は

「入
等
」
の
文
字
が
見
え

る
が
、
こ
れ
ら
を
ｓ
と
同
様
の
荷
札
と
し
て
よ
い
か
否
か
不
明
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、

「上
」
。
「中
」
は
三
等
級
を
示
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

（
２２
）

岸
註

（
４
）
論
文
。

（
２３
）

山
中
敏
史

「評
制
の
成
立
過
程
と
領
域
区
分
」
翁
考
古
学
の
学
際
的
研
究
』
岸

和
田
市
教
育
委
員
会

〈昭
和
堂
刊
〉
、
三
〇
〇

一
年
）。

（
２４
）

東
野
註

（
６
）
論
文
。

（
２５
）

栄
原
永
遠
男

「難
波
宮
跡
西
北
部
出
土
木
簡
の
諸
問
題
」
３
大
阪
の
歴
史
』
五

五
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
２６
）

仁
藤
教
史

「古
代
女
帝
の
成
立
」
全
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

一
〇

八
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
な
お
、
『荷
札
集
成
』
で
は

「孝
徳
天
皇
の
母
で
あ
る
吉
備

姫
王
を
は
じ
め
、
工

（天
皇
）
の
母
を
指
す
と
す
る
見
方
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

（九
二
頁
）
。

（
２７
）

拙
稿

「長
屋
王
家
木
簡
補
考
二
題
」
３
日
本
歴
史
』
六
人

一
、
二
〇
〇
五
年
）

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
奈
良
時
代
末
以
前
の
王
貴
族
の
妻
妾
は
邸
宅
の
西
方
に
居

住
し
て
い
た
。
と
す
る
と
、
難
波
宮
北
西
部
の
出
土
地
は
皇
極
前
大
王
の
居
所
と

し
て
も
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
吉
川
真
司

「難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
歴
史

的
位
置
」
翁
日
本
国
家
の
史
的
特
質
』
古
代

・
中
世
、
思
文
閣
出
版
、　
一
九
九
七

年
）
の
難
波
地
域
に
お
け
る
二
段
階
の
造
営
に
よ
る
難
波
長
柄
豊
碕
宮
＝
前
期
難

波
宮
の
造
営
過
程
を
参
照
す
る
と
、
難
波
宮
の
造
営
開
始
は
大
化
五
年
頃
か
ら
と

考
え
ら
れ
、
戊
申
年
＝
大
化
四
年
に
は
ま
だ
難
波
宮
は
完
成
し
て
い
な
か
っ
た

（自
雉
三
年
九
月
完
成
）
。
ま
た
古
市
晃

「前
期
難
波
宮
内
裏
西
方
官
衡
の
再
検

討
」
翁
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
五
人
、　
一
九
九
八
年
）
、
「難
波
宮
発
掘
」
３
日
本
の
時

代
史
』
３
倭
目
か
ら
日
本
へ
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
と
、
難
波

宮
完
成
時
に
は
こ
の
付
近
に
は
大
蔵
省
前
身
官
司
に
関
わ
る
倉
蔵
が
存
し
て
い
る
。

と
な
る
と
、
夫
人
の
西
方
居
住
と

「王
母
」
木
簡
出
土
地
云
々
を
直
接
結
び
つ
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
難
波
宮
造
営
開
始
頃
に
こ
の
付
近
で
こ
れ
ら
の
物
品
が

消
費

・
廃
棄
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
「王
母
」
の
居
住
場
所

。
関
連
施
設
の
所
在
、

あ
る
い
は
大
蔵
と
関
係
す
る
物
品
保
管
な
ど
を
想
定
す
る
こ
と
も
全
く
可
能
性
が

な
い
訳
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
２８
）

今
津
勝
紀

「調
庸
墨
書
銘
と
荷
札
木
簡
」
令
日
本
史
研
究
』
三
二
三
、　
一
九
八

九
年
）
は
、
荷
札
木
簡
の
本
質
的
機
能
を
天
皇
に
対
す
る
貢
納
の
表
示
に
あ
つ
た

と
見
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
対
面
貢
納
こ
そ
が
本
来
的
な
形
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
官
僚
機
構
の
確
立
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
い
く
た
め
に
、
そ
の

分
荷
札
木
簡
に
記
さ
れ
る
情
報
量
が
多
く
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

（
２９
）

拙
稿

「評
の
成
立
と
評
造
」
翁
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
〇
年
）
、
「倭
国
か
ら
日
本

へ
」
３
日
本
の
時
代
史
』
３
倭
国
か
ら
日
本
へ
、
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
、
「大
化
改
新
と
飛
鳥
」
亀
続

・
明
日
香
村
史
』
上
巻
、

三
〇
〇
六
年
）
、
註

（
２
）
ｂ
論
文
な
ど
。

（
３０
）

本
稿
で
は
改
新
詔
そ
の
も
の
の
信
憑
性
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
仕
丁

を
五
十
戸
に

一
人
と
す
る
こ
と
は
⑩
の
大
化
二
年
八
月
癸
酉
条
に
も
見
え
て
お
り
、

そ
れ
以
前
の
基
準
が
三
十
戸
に

一
人
で
あ
っ
た
か
否
か
は
確
証
が
な
い
も
の
の
、

こ
の
時
期
に
仕
丁
差
点
規
定
の
変
更
が
あ
り
、
五
十
戸
に

一
人
と
い
う
基
準
が
示

さ
れ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
。

（
３．
）

大
津
透

「律
令
国
家
と
畿
内
」
令
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
）
。
な
お
、
「戸
別
之
調
」
と

「
田
之
調
」
を
め
ぐ
る
研
究
史
整
理
は
、

こ
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３２
）

人
木
充

「「浄
御
原
令
」
の
調
規
定
」
翁
日
本
歴
史
』
六
八
二
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（
３３
）

薗
田
香
融

「律
令
財
政
史
序
説
」
翁
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
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九
八

一
年
）
。

（
３４
）

吉
川
真
司

「常
布
と
調
庸
制
」
翁
史
林
』
六
七
十
四
、　
一
九
人
四
年
）
。

（
３５
）

八
木
註

（
３２
）
論
文
で
は
、
布
類
の
数
量
単
位
に
つ
い
て
、
「匹
」
↓
文
武
四

年
以
降
に

「疋
」
、
「端
」
↓
大
宝
元
年
か
ら

「段
」
（但
し
、
そ
の
後
も
端
と
段

を
併
用
）
、
糸
は
持
統
十
年
以
後
に
斤
か
ら
約

へ
、
綿
は
大
宝
元
年
以
後
に
屯
か

ら
斤
へ

（但
し
、
天
武
十
年
ま
で
は
斤
を
用
い
る
）
と
い
う
変
化
が
整
理
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
時
期
の
特
定
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（
３６
）

大
津
註

（
３．
）
論
文
七
買
、
八
木
註

（
３２
）
論
文
七
三
～
七
四
買
な
ど
。

（
３７
）

直
木
孝
次
郎

「贄
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察
」
翁
飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究
』
塙

書
房
、　
一
九
七
五
年
）
は
衣
の
調
と
食
の
贄
が
併
存
し
て
い
た
状
態
か
ら
、
租
税

と
し
て
の
利
便
性
に
優
る
調
が
物
納
租
税
を
代
表
し
、
贄
は
租
税
体
系
の
上
で
副

次
的
地
位
に
転
落
し
た
と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。

（
３８
）

拙
稿

「中
大
兄
の
軌
跡
」
翁
海
南
史
学
』
四
三
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（
３９
）

註

（
１４
）
拙
稿
。

（
４０
）

大
津
註

（
３．
）
論
文
四
二
～
四
三
頁
に
よ
る
と
、
田
租
徴
収
も

『続
紀
」
慶
雲

三
年
九
月
丙
辰
条

「遣
二使
七
道
↓
始
定
こ
田
租
法
・。
町
十
五
束
。
及
点
二役
丁
謎

に
よ
つ
て
成
立
し
た
と
い
う
。

（付
記
）

『評
制
下
荷
札
木
簡
集
成
』
掲
載
の
い
く
つ
か
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
三
〇
〇
六
年

八
月

一
日
に
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
市
大
樹
氏
の
御
配
慮
に
よ
り
実
見

・
釈
文
を
確
認

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
市
氏
に
は
ま
た
本
稿
に
対
す
る
御
意
見
も
賜
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。

末
尾
な
が
ら
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
東
洋
大
学
人
間
科
学
総
合
研
究

所

・
研
究
所
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「共
時
的

。
通
時
的
構
造
か
ら
み
た
地
域
」
（研
究
代

表
者

・
岡
本
充
弘
）
の
研
究
分
担
に
伴
う
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


